第三回障がい者制度改革推進会議　意見提出フォーマット

雇用
○一般就労

１．適用範囲（手帳制度の問題点）についてどう考えるか

＜適用範囲とする障害者は、改正障害者基本法に基づく＞

・「障害者権利条約」（以下、権利条約）に基づき見直される「障害者基本法」（以下、基本法）においては、谷間を生み出さない障害者の定義を定めることから、改正基本法に定める障害者を適用範囲とすることが適当である。

＜手帳制度の問題点＞

・現行の手帳制度に適応しない谷間の障害者が存在することから、手帳の交付を受けている障害者のみを障害者雇用施策の適用範囲とすることは不適当である。

・また、手帳制度による障害の等級や重度の基準は、限定的な機能障害及び医学モデルに基づく認定であることは不適当である。
２．障害の種別による制度的格差についてどう考えるか

＜障害種別による制度的格差の早急な是正を＞

・精神障害者、難病患者及び発達障害者など障害者雇用率の算定に含められていない、あるいは身体障害者、知的障害者と比べて不合理な格差がつけられている状況があり、１．の適用範囲の問題とあわせて、制度的格差を早急に是正すべきである。

＜障害に応じた必要な配慮を確保する＞

・雇用分野においては、障害の種別の制度の現状比較ではなく、障害者が、その障害等により雇用の場面において必要とされる「合理的配慮」の内容とそれを確保するための法制度と予算措置の検討を進めることが必要である。

３．現行法定雇用率制度の問題点（雇用率、ダブルカウント制度、特例子会社、雇用納付金制度等）についてどう考えるか

＜雇用率の見直し＞

・雇用率制度自体は、国連における特別委員会での議論等を踏まえ、積極的是正措置と考えることが適当であると思うが、障害者雇用率の算定にあたっての障害者数（対象とする障害者の範囲等）や、設定されている雇用率の妥当性については、あらためて検証することが必要である。

＜ダブルカウント制度の廃止＞

・ダブルカウントは、重度障害者の雇用促進のために効果的な制度であると、厚生労働省は、主張し続けているが、ここで定義されている重度障害者は、「１の＜手帳制度の問題点＞」にも記載のとおり、職業的判定や社会モデルとしての視点からではなく医学的判定に基づく機能障害の状態により認定されているため、権利条約の理念に相反する。

・また、ダブルカウントは、重度障害者の雇用を支援するための課題や問題の本質を避けている制度でもある。

・重度障害者の雇用は、「２の＜障害に応じた必要な配慮を確保すること＞」及びこの後の「シームレスな支援」に記載のとおり、その障害によって必要とされる配慮（情報保障及び介助や移動支援等）を採用試験及び採用後においても確保しなければ促進することはできない。

・こうした理由にくわえ、ダブルカウントは、法定雇用率において、１人の障害者を２人と計算することに対する障害当事者の反発もあること及び、本来、２人の障害者を雇用しなければならないのに１人のみの雇用とすることは、障害者雇用の拡大としてとらえた場合、消極的措置と指摘できる。

・以上の理由から、障害者雇用の積極的施策を採用し、ダブルカウントは廃止することが適当である。

＜特例子会社の検証＞

・権利条約では、障害者を区別することを禁止していることから、原則的には、障害の有無によって職場を分離することは差別とされる。

・しかし、特例子会社を設置している会社によっては、障害者の労働環境等を考慮していることを理由としている場合もある。

・こうした現状から、設置会社と特例子会社の現状を調査し、インクルーシブな労働環境の確保という点から、その廃止も含めた根本的な見直しが必要である。

＜納付金制度の見直しと新たな財源の確保＞

・現行の納付金制度は、法定雇用率に達しない企業に課せられており、それを財源として障害者を雇用した企業に対する助成事業の財源としている。

・これは、すべての企業が法定雇用率を達成した場合、障害者雇用にともない現在実施している助成事業の財源がなくなることも同時に意味する。

・このような法定雇用率の未達成を前提とした障害者雇用促進施策という矛盾した現状を改善するために、現在の納付金制度を活用しつつも、すべての企業が法定雇用率を達成した状況を想定した財源の確保に関する検討が必要とされる。

・また、現行の納付金額は最低賃金の水準に比べて低く、障害者雇用に積極的なインセンティブが働かないという点からも問題であり見直しが必要である。

・なお、障害者雇用にともなう助成事業について、職場介助者や社宅制度等が有期限化されている等の点についても、合理的配慮の確保という点から、その恒久化も含めた見直しが必要である。

＜公務部門への範囲拡大＞

・現行制度では、地方自治体、教育委員会等の公務部門は、納付金の対象外であり、障害者の雇用状況については、すべて公開されていることから事実上、公表制度の対象外となっている。

・しかし、多くの教育委員会においては、法定雇用率の未達成が継続されてきている。

・そして、多くの自治体においては、点字試験の実施等、障害者が必要とする配慮を提供しないとともに、「介助者なしで職務を遂行できる」、「口頭面接に対応できる」ことを受験資格としている。

・また、現在、自治体で雇用されている障害者も、自治体の財政状況等によって会議や研修会における手話通訳の保障等の労働環境に格差が生じている。

・こうした状況から、原則として、公務部門においても民間企業と同様の措置（納付金及び助成事業の適用）を講じることが必要である。

・なお、具体的な適用内容については、別途、検討することが必要である。
４．職場における合理的配慮の実現プロセスと異議申立についてどう考えるか

＜「合理的配慮」の内容とガイドライン（具体的事例等）の作成＞

・「合理的配慮」とは、採用、職場、職務遂行等において、障害者が、障害のない人々と同様に雇用を確保するために行われる「必要かつ適当な変更及び調整」であり、障害者の個別・具体的なニーズに配慮するためのものである。

・また、変更及び調整を行う者に対して「均衡を失した又は過度の負担」を課すものではないが、障害者が必要とする「合理的配慮」を提供しないことは、差別とされる。

・そして、労働・雇用における「合理的配慮」の内容は、障害者の求めに応じて、労働者代表委員会または当該障害者と事業主との協議・調整による決定を基本とし、可能な限り短期間に当該事案の解決をはかる必要がある。

・以上の内容に基づき、具体的な「雇用における合理的配慮に関するガイドライン」等を、別途、作成することが必要である。

・併せて、「合理的配慮」を確保するための国として法制度と予算措置等を検討することが必要である。
・なお、「合理的配慮」を提供しないことを障害者に対する雇用差別であることを明記した裁判規範となる「障害者差別禁止法」の制定は、必要不可欠である。

＜事業主の責務＞

・「障害をもつ労働者」（以下、障害労働者）の請求に対して、過度な負担が生じる場合を除いて、採用時及び採用後において「合理的配慮」を提供しなければならない。

・障害労働者が必要とする「合理的配慮」を拒否することは、差別であり、「合理的配慮」を求めたことを理由として不利益な扱いをすることも差別となる。
＜労働組合の責務＞

・労働組合は、障害を理由として加入を拒んではならない。

・また、障害のない組合員と同様の権利・義務を保障しなければならない。

＜意義申立の仕組み＞

・事業主は、職場内で障害労働者の職場環境に関する問題を解決できる仕組みを確保する。

・職場内で解決できない場合は、「行政救済」(都道府県労働局紛争調整委員会による調停)、「通常民事訴訟」および「労働審判制度」等の司法救済によるものとする。
・障害労働者は、「合理的配慮」の内容と義務違反の事実を提示する。

・事業主は、「合理的配慮」を提供しなかった措置の正当性を立証する。

＜過度な負担の定義＞

・企業の経営状況、業種、規模等に応じて個別に判断される。

・事業主が説明責任を負う。

・国として実施する助成事業等に関する検討と見直し・拡充が必要である。

・なお、過度な負担の基準についての検討も必要である。

＜職務評価＞

・職務の評価に当たっては、障害の状況を十分に勘案し、障害による不利益な評価をしないための具体的なガイドライン等の検討が必要である。
・また、障害労働者が、職務評価に対する不服申立の手続きと評価の妥当性についての審査機関の設置に関する検討が必要である。

＜中途障害者＞

・雇用主は、労働者が中途障害をもったことを理由に解雇を禁止することが必要である。

・また、当該労働者に対して、職場復帰に向けた対応（治療・リハビリ期間の確保、職場環境の改善等）をすることが必要である。

・そして、職場復帰にあたっては、原職復帰を原則とし、本人の希望する配慮を提供することが必要である。

・なお、本人の希望する配慮の提供がされても原職復帰が困難な場合等は、職務を変更し、雇用の継続に努めることが必要である。

○福祉的就労

１．労働者性と労働法規の適用についてどう考えるか

＜多様な働き方を権利として確立する＞

基本視点として、従来の一般雇用と福祉的就労の二元的縦割り制度を根本から見直し、障害者の多様な働き方を権利として確立することが必要である。

＜労働者性と労働法規を適用するために＞

・就労継続支援Ａ型事業、労働者性の高い就労継続支援Ｂ型事業、福祉工場等は、福祉的就労という位置づけをやめ労働行政の所管とし、＜○雇用の創出１＞にも記載しているが、社会的事業所の法制化の中で、労働法規（最低賃金も）の適用等の検討を進めることが必要である。

＜社会とのつながりを確保する＞

・障害者が福祉的就労の場のみに囲われることなく、一般就労の場と同じく、社会や人との関係づくりを確保することが必要である。

・また、利用者を主体とする視点に基づく自己実現や社会貢献を進めることも必要である。

＜多様な実態をふまえた検討が必要＞

・労働者性と労働法規を適用することは、労務の提供とその提供にともない対価が発生することから、そこには生産性や経済的効率性が求められる。

・しかし、現行の就労継続支援Ｂ型事業については、労働者制の高いところもある一方、重度心身障害者の受入や、利用者の「社会参加」または利用者自身のペースやリズムによる「働く」場となっているところもある。

・また、労働者制と労働法規の適用については、今後の障害者の労働分野における政策体系を打ち出した上で、多様な実態をふまえた上で検討される必要がある。

・以上を踏まえ、一般的就労の多様な展開、社会的事業所の法制化等を前提として、労働法規の適用を考えていくことが必要である。

・なお、福祉的就労の在り方は、福祉的就労の現場状況の把握と支援者を含む当事者の声に基づき検討することが必要である。

２．最低賃金と賃金補填についてどう考えるか

＜障害を理由にした最低賃金減額特例の見直しを＞

　改正最低賃金法において、最低賃金適用除外が減額特例と変更されたが、その減額申請要件の一つに「精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者」と障害について直接言及している。この内容は、条約に抵触すると考えられるため、見直しが必要である。

＜賃金補填か所得保障かの検討が必要＞

・労働者制と労働法規に基づかない多様な「働く場」としての位置づけと、それにともなう工賃収入としてとらえた場合には、最低賃金に達しない差額を賃金補填として保障することが考えられる。

・一方、利用者の障害の状況等により「社会参加の場」としての位置づけでとらえた場合は、賃金補填ではなく、年金の拡充や社会手当の拡充・創設等による、所得保障としての対応も考えられる。

・いずれにせよ、個別事業者のみの負担だけにならないような最低賃金分の生活保障策の検討が必要である。

３．就労支援事業のあるべき姿にどう考えるか

＜雇用を維持・継続するための支援の充実が必要＞

・就労に向けた支援は、就労後も継続し、就労してから発生する問題への対応を支援することにより雇用の安定及び継続につながることが期待できる。

・また、就労後に発生する問題から、障害者の雇用継続に必要な「合理的配慮」の内容や「職場環境」の整備等に関する具体的事例を把握し、活用することも期待できる。

＜福祉ではなく労働施策として実施＞

・権利条約のインクルーシブの理念に基づき、就労支援事業は、福祉施策ではなく、労働施策として実施することが必要である。

・併せて、労働行政において実施されている一般の職業訓練と同様の事業とすることが必要である。

４．一般就労における就労支援（通勤支援、身体介護、ジョブコーチ）についてどう考えるか

＜障害に応じた通勤手段の確保＞

・現在の一般就労では、障害のない労働者の状況に基づき通勤手当制度がつくられているため、障害労働者が必要とする通勤方法（自家用車、福祉移送サービス、介護タクシー、移動支援等）も保障する内容に見直すことが必要である。

・見直しにあたっては、まず、国及び地方自治体等の公務部門において民間のモデルとなるように先行して実施することが効果的である。

＜人的サポート体制の確保＞

・現在の障害者雇用及び福祉施策では、保障されていない、障害者が必要とするガイドヘルパー、手話・文字通訳者、介助者等を確保するための法制度の改善または、創設が必要である。

＜採用試験における合理的配慮の確保＞

・「○一般就労の３の＜公務部門への範囲拡大＞」と重複するが、採用試験の実施にあたっては、点字・音声パソコン・拡大文字・照明・手話通訳・文字通訳（パソコン文字・要約筆記・筆記）・機器の活用及び会場のバリアフリー等、障害者が受験するために必要とする配慮を確保することが必要である。

・なお、採用試験で実施した「合理的配慮」は、採用後も確保することが必要である。

参考　＜公務部門における障害者採用試験の現状＞

地方自治体の障害者採用試験における受験資格は、各自治体の人事採用に関するホームページ等から確認できるが、多くの自治体では、その受験要件として「活字印刷文による出題や口頭による試験に対応できる者」、「自力通勤及び介助者なしで職務遂行が可能な者」及び「身体障害者」に限定している。

○シームレスな支援

１．一般就労と福祉的就労の制度間格差とサービスの断絶の問題についてどう考えるか

＜障害者のニードに基づくサービス確保＞

・現在の障害福祉サービスは、経済活動とされる雇用に利用することはできない。

・また、障害者雇用施策においては、障害者が必要とする介助サービス等を利用することはできない。

・しかし、障害者が日常生活で必要とする介助等の福祉サービスがなければ、職務遂行以前に、そうした障害者が職場に長時間滞在すること自体が不可能である。

・こうした現実を改善しなければ全身性等の重度障害者の雇用の確保は、困難である。

・以上の理由から、制度の見直しが必要である。

・なお、見直しにあたっては、福祉施策のサービス利用の範囲拡大とするか、同じく雇用

施策として拡充するかは、別途、検討することが必要である。

○雇用の創出

１．社会的事業所の法制度化についてどう考えるか

＜法制化し新たな障害者を含むインクルーシブな雇用の場を創出する＞

・欧米の社会的事業所は、いくつかの形態に分けられるが、基本的には、「一般就労と福祉就労以外の第３の就労の場」、「障害の有無に関わりなく、誰もが対等に共に働く場」として位置づけ、その設置を促進する。

・日本においても、滋賀県や大阪・箕面市など先進的な自治体においては、社会的事業所制度を実施しており、障害のある者とない者が共に働く、より重度の障害者の労働への参画を進める施策として大きな効果をもたらしている。

・また、労働者性と労働法規を適用する一方、民間企業と比較して競争力が十分でないことから、ハート購入法の優先適用と公的資金による助成対象とすることが必要である。

・なお、社会的事業所のあり方及び法制度については、更なる調査・検討が必要である。

＜福祉的就労の場から社会的事業所へ＞

・現在、地方自治体が独自に障害者雇用を進めるための事業所は、もちろん、福祉的就労の場とされている就労継続支援Ａ型事業や福祉工場も社会的事業所として位置づけることができるかもしれない。

２．いわゆるハート購入法についてどう考えるか

＜法制化し障害者の所得と雇用の場を拡充する＞

・現行の福祉的就労の場は、一般企業に比較して競争力が弱いため、積極的是正措置として実施することが必要と思われる。

· また、実施にあたっては、現行の福祉的就労の場、上記の社会的事業所、多数の障害者を雇用している中小企業とすることが適当と思われる。

○その他

＜障害者雇用の施策の推進は、国の責務において実施＞

・障害者自立支援法（以下、自立支援法）の大きな反省点であり、その改善すべき課題のひとつは、自治体の財政状況等による地域間格差であった。

・障害者雇用に関する諸課題。特に「合理的配慮」の内容と確保は、基本的に地域の独自性や特性に基づくものではない。

・自立支援法では、こうした反省に基づき、地方自治体が実施主体であった移動支援等を現政権は、障害当事者及び支援者の声に基づき、国が実施主体となる介護給付に変更することを公約とした。

・したがって、障害者雇用に関する各課題を改善するための責務は、障害者の労働の権利保障と地域間格差を生み出さない視点から、原則として地方自治体ではなく国の責務（予算措置を含む）で実施することが必要不可欠である。

・なお、以上の原則に基づきながらも、地方自治体が主体的に障害者雇用を促進するために実施することが必要な分野・課題については、別途、検討することが必要である。

＜専門部会の設置について＞

・以上の内容に関する各種調査・検討を実施し、法制度等を整備するための「雇用・労働」に関する専門部会の設置が必要である。

・専門部会の構成は、上記の各課題に係る当事者及び関係者による構成とすることが必要である。

・専門部会では、従来の労働行政・福祉行政等の横断的な検討が必要となる項目が含まれており、この部会で検討した内容が、それぞれの関係部局や審議会において尊重される必要がある。
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